
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民票の写し等のコンビニ交付を始めます 
 

事業概要  

 (1) マイナンバーカードを利用したコンビニ交付事業について 

   新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（第３次分）を活用。 

市役所と４出張所のみで交付している住民票の写しや戸籍等の証明書を全国

のコンビニエンスストアで取得することを可能にして、取得に際しての人の集

中や密集を避け、感染防止につなげます。 

(2) 開始予定日 令和４年１月中 

(3) 証明書の種類  住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書 

戸籍（全部事項証明・個人事項証明） 

戸籍の附票の写し（全部証明・一部証明） 

(4) 県内のコンビニ交付実施自治体数 31市・12町 計43市町（７月末現在） 

 

各証明書手数料 

  住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書……200円 

  戸籍（全部事項証明・個人事項証明）………………………450円   現行と同額 

  戸籍の附票の写し（全部証明・一部）………………………200円 

 

交付時間 

  各証明書とも、土・日曜日、祝日含む午前６時30分～午後11時（12/29～１/３を

除く） 

 

利用できる店舗について 

〇コンビニエンスストア等：全国約56,000店舗 

〇市内で利用できるコンビニエンスストア：28店舗 

記 者 発 表 資 料 
令和３年８月 25日(水) 

日 高 市 
市民生活部 市民課 市民担当 

℡042-989-2111 内線 1202 

課長 川端 雄樹 

担当者職・氏名 主幹 犬竹 高 

 

 

資料  20 


